
奈
良
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
一
日

奈
良
県
議
会
議
長

山

本

進

章

奈
良
県
議
会
規
則
第
一
号

奈
良
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
議
会
傍
聴
規
則
（
昭
和
四
十
年
四
月
奈
良
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
又
は
委
員
長
（
以
下
「
議
長
等
」
と
い
う
。

）
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
傍
聴
人
の
人
数
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
議
長
又
は
委
員
長
（
以
下
「
議
長
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
議
長
等
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


		2020-08-19T08:51:26+0900
	naraken




